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社会資本整備審議会 建築分科会 

第９回アスベスト対策部会 第６８回アスベスト対策ワーキンググループ合同会議 

平成３１年３月８日 

 

（開会） 

【事務局】  本日はお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。定

刻になりましたので、第９回アスベスト対策部会及び第６８回アスベスト対策ワーキング

グループ合同会議を始めさせていただきます。 

 本日はマスコミ等の取材希望がございますので、よろしくお願いします。マスコミの方

へのお願いですが、カメラ撮りは配付資料の確認の終了後までとなっておりますので、ご

協力よろしくお願いします。 

 部会の議事につきましては、分科会に準じて、プレスを除き一般には非公開となってお

ります。また、議事録は委員の名前を伏せた形でホームページ等において公開することと

しておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。 

 次に、定足数の確認ですが、本日は全ての委員にご出席いただいておりますので、社会

資本整備審議会令第９条により本部会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 また、本日はアスベスト対策部会に設置されておりますアスベスト対策ワーキンググル

ープとの合同開催としておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、冒頭に、事務局からご挨拶を申し上げます。 

【事務局】  委員の皆様方におかれましては、平素より建築住宅行政の推進に格別のご

尽力をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。また、本日はご多用の中、社会資本整

備審議会建築分科会アスベスト対策部会並びにアスベスト対策ワーキンググループの合同

会議にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本部会につきましては、アスベストが社会問題化されたことを受けまして、建築物にお

けるアスベスト対策についてご審議をいただくために平成１７年８月に設置されました。

同年の１２月には部会での集中的な審議をいただきまして、建議が取りまとめられたとこ

ろでございます。国土交通省といたしましては、この建議を受けて、建築基準法の改正な

どの対応をとってまいりました。 

 また、この建議を踏まえて、さらに国土交通省としての施策についてご検討いただくた

めに、平成２０年に、部会のもとにアスベスト対策ワーキンググループを設置させていた
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だきまして、活発にご議論をいただいてきたところでございます。 

 前回の部会は平成２９年５月に開催しておりますが、それ以降の取り組みにつきまして

は、後ほど事務局より説明をさせていただきますが、簡単に申し上げますと、地方公共団

体による小規模建築物を含めた民間建築物に係るアスベスト調査台帳の整備の推進、関係

する業界団体との連携による周知方策の検討、建築物石綿含有建材調査者講習登録制度の

見直しなど、アスベスト対策に関する取り組みを着実に進めてまいりました。 

 本日は、こうした民間建築物におけるアスベスト対策の最近の状況や、これまでの取り

組み状況についてご報告させていただき、これらを踏まえた今後の進め方についてのご議

論をお願いしたいと考えております。 

 結びに、委員の皆様方におかれましては、国土交通行政に対し、引き続き、ご指導ご鞭

撻を賜りますよう改めてお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

【事務局】  それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。

お手元の議事次第の裏側が配付資料一覧になってございますので、そちらと照らし合わせ

てご覧ください。 

 資料１が「民間建築物におけるアスベスト対策の最近の状況について」というパワーポ

イント、横使いのものでございます。資料２が「民間建築物のアスベスト対策の取り組み

状況について」という、これは縦使いのホチキス留めのものでございます。それから資料

３が「今後の取り組み方針について（案）」という、これも縦使いの綴じたものでございま

す。 

 このほか参考資料の１、２、３、それから参考資料４−１、４−２、４−３、そして参考資

料５、６、７ということで、最後の参考資料７「社会資本整備審議会令の抜粋」までの資

料をお配りしてございます。もし欠落等がございましたら、事務局までお申し出ください。

よろしいでしょうか。 

 マスコミの方、カメラ撮りはここまででお願いをいたします。 

 社会資本整備審議会の委員につきましては、本年２月末に委員改選が行われてございま

す。アスベスト対策部会の委員の皆様にも変更がございましたので、改めて委員の先生方

をそれぞれご紹介させていただきます。 

 委員として、○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○です。 
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【事務局】  ○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○でございます。 

【事務局】  それから、臨時委員として○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○でございます。 

【事務局】  ○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○です。 

【事務局】  専門委員として、○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○です。 

【事務局】  それから、○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○です。 

【事務局】  それから、○○委員でございます。 

【○○委員】  ○○でございます。 

【事務局】  以上、７名の委員でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日ご出席いただいておりますアスベスト対策ワーキンググループの委員の方の

ご紹介もさせていただきます。 

 ワーキンググループのほうは、先ほど臨時委員としてご紹介させていただきました○○

委員に主査を務めていただいてございます。それから、○○WG委員は、少し遅刻されると

いうことで伺ってございます。 

 そして、本日は○○WG委員にご出席をいただいてございます。 

【○○WG委員】  ○○でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  以上の委員にご臨席いただいておりますので、よろしくお願いします。 

 

（部会長の互選） 

【事務局】 続きまして、委員改選に伴いまして、改めて部会長の互選をお願いしたいと

存じます。社会資本整備審議会令第７条第４項によりまして、部会長は本委員の互選とい

うことになってございます。ご推薦等はございますでしょうか。 

 ○○委員、いかがでしょうか。 

【○○委員】  ○○先生にお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。ただいま○○委員より、○○委員のご推薦がござ

いました。○○委員、いかがでしょうか。 
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【○○委員】  はい。お引き受けいたします。 

【事務局】  それでは、○○委員に部会長をお願いしたいと存じます。よろしくお願い

します。 

 

（資料１：民間建築物におけるアスベスト対策の最近の状況について） 

【事務局】  では、以後の議事運営につきましては、部会長にお願いしたいと思います。

部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  ○○でございます。本日は年度末の大変お忙しい中、ご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 早速ですけれども、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思いま

す。 

 民間建築物におけるアスベスト対策の進め方が本日の議事となっております。まず、民

間建築物におけるアスベスト対策の最近の状況について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【事務局】  お手元の資料１をご覧いただければと思います。資料１「民間建築物にお

けるアスベスト対策の最近の取り組み状況について」ということで、まず１枚おめくりい

ただいて、１ページ目をご覧ください。 

 前回、第８回アスベスト対策部会は、平成２９年５月１７日に開催しておりますが、そ

の際にこちらの部会から、今後の取り組み方針としてご提案いただいた内容について、大

きくまとめますとこの左側の緑色の枠に書いておりますように、２つの取り組み方針をお

示しいただいております。 

 まず、１つ目は①で、対象となる建築物の優先順位を定めた対策ということで、こちら

については、従来、１,０００㎡を超える建築物については、平成１７年から国土交通省の

ほうでも全国の取り組み状況のフォローアップ調査を行ってきているところでございます

が、１,０００㎡を超えるものだけではなくて、小規模建築物も含めた平成元年以前の建築

物で不特定多数の者が利用するもの、こういったものについても台帳整備を促進すべきで

はないか、その台帳整備を促進した上で、実際にアスベストが使用されている建築物につ

いては、除去などの対策をしっかり進めるべきではないかといった取り組み方針をお示し

いただいたところでございます。 

 ②で、重点的な周知徹底という項目になりますけれども、こちらに関しましては、１０
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年以上、国土交通省においてもできるだけ民間建築物の所有者の方に対策を進めていただ

くための周知活動を行ってきたところではございますが、大規模建築物の例を見てもわか

りますように、なかなか最後まで調査が終わり切らないというところがございます。こう

いったところについては、全方位的に、いろいろな方に周知をするというよりは、もう少

し特定の業種ですとか関係団体の方に直接お話をして、そういった特定の業種の中でしっ

かり深く周知を行っていただくような連携をとりながら、効率的な周知を図っていくこと

が必要ではないかということで、特定の用途に関わる業界団体との連携を踏まえた重点的

な周知活動を展開すべきと、そういった方策が示されたところでございます。 

 こういった取り組みを実施していくためにということで、右側の「国土交通省」と書か

れている枠の中でございますけれども、それぞれ①、②に対応する取り組みとしまして、

台帳整備に関しましては、平成２９年９月末までにまずリストアップをするようにという

ことで、平成２９年６月、部会の直後に国土交通省から通知を発出いたしまして、台帳整

備をまずは進めるということを求めたところでございます。 

 また、②にございますように、重点的な周知徹底という取り組みに関しまして、国土交

通省だけはやはり対応にも限界があろうということで、地方公共団体にも積極的に関わっ

ていただくために、地方公共団体の職員自身にもアスベストの専門的な知識を持っていた

だいて、それぞれの地方公共団体の中で、地域の特定の用途に関わる業界団体との連携を

深めていただき、講習会などを行っていただくということを想定しまして、講師を養成す

るための講習、講師養成講習と書かせていただいていますけれども、こういったものを開

催することを当面の施策として掲げさせていただいたところでございます。本日はこの施

策に関しまして、実際に前回部会以降、どういう取り組みを進めてきたかという現状につ

いてのご報告をさせていただきたいと思います。 

 ①に関するものということで、次のページから始まります地方公共団体におけるアスベ

スト調査台帳の整備状況ということで、現状をご報告させていただきます。 

 ３ページ目をご覧いただきますと、小規模建築物の調査台帳の整備状況のご報告という

ことになります。ここで申し上げている小規模建築物というのは、この右下のほうに米印

で書いておりますけれども、今までは１,０００㎡以上を対象にしておりましたので、１,

０００㎡未満で、延べ面積がおおむね３００㎡以上の建築物で、特に①の集会場など、人

が一定程度集まるような用途のものですとか、②のホテル及び旅館、③の飲食店、物販店

舗といったような人が出入りするような用途、それから④で、地方公共団体の中で地域の
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特定の用途は、それぞれ自治体の中でもご判断いただきながら台帳整備を進めていただこ

うということの呼びかけをしております。 

 その結果でございますけれども、左側の円グラフに書かれておりますとおり、現状、９

割以上の特定行政庁で、小規模建築物の台帳整備には既に着手いただいている状況でござ

います。円グラフの赤枠で囲っている部分が今の９割以上と申し上げた部分に当たります

が、このうち、青く塗り潰しているところに関しましては、調査台帳のリストアップが既

に終わっていて、かつ、そのリストアップされた建築物のアスベストの使用実態の調査ま

で済んでいるところが１７％、その後、青線の網掛けとしている部分についてですが、こ

ちらは、リストアップは終わっていますけれども、個々の建築物の調査については現在実

施中というものです。最後、青線が水平方向に引かれている部分に関しましては、アスベ

スト台帳のリストアップをしている最中のものになりますので、全体としては、９割がも

う既にリストアップには着手している状況ではございますけれども、内容の調査まで終わ

っているところ、もしくは、着手までできているところは半数にとどまっているというの

が現状でございます。前回の部会以降、小規模建築物についても調査をしっかり行うべき

というところについての取り組みについては、現状、こういった内容となっております。 

 引き続きまして、前回の取り組み方針の２つ目で掲げられていた内容が、次の「関係業

界団体と連携した周知について」という項目でございます。５ページをご覧ください。こ

ちらにございますように、先ほど申し上げた講師養成講習というものを東京会場、大阪会

場で実施いたしまして、それぞれ、地方公共団体の職員の方にご参加いただきましたとい

う状況でございます。この際、テキストを作成いたしまして、こちらに関しましては、本

日ご参加いただいている○○WG委員にも多大なるご協力をいただきまして、テキストの中

では、特に不動産関係ですとか、宅地建物取引関係の業界の方向けの内容になっておりま

すが、こういったものだけではなく、ほかの用途についても目配りをしましょうというこ

とで、その次の６ページにおいて示しているように、ホテル・旅館業界や物販業界に対す

る周知も進めていこうと考えております。 

 こちらは、まず、講師養成講習の前の段階ということで、国土交通省で、直接関係する

業界団体のヒアリングを行ったところでございます。ヒアリングを行ったところ、それぞ

れの団体の支部などで行うセミナーの１つの項目として、アスベストに関するテーマを取

り上げるということですとか、メーリングリストなどを使った周知活動といったことには

協力できるのではないかという感触をいただいているところでございます。 
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 また、次の７ページをご覧ください。こういった業界に関しまして、国土交通省による

講習を既に試験的に行っておりまして、具体的には、ホテル・旅館業界を対象とした説明

会ですとか物販店舗業界を対象とした説明会をそれぞれ実施してきているところでござい

ます。こういったいくつかの業界については、国土交通省でも直接説明会を行っておりま

すが、ここの説明会で行った内容を踏まえまして、今後、マニュアルの整備も進めながら、

地方公共団体において特定の用途に関わる業界団体と連携を図るための支援策も講じてい

きたいと考えている部分でございます。 

 ８ページをご覧いただければと思いますが、講師養成講習に関しまして、先ほど申し上

げたのは、あくまで国土交通省としての取り組みになりますけれども、実際に国土交通省

の講師養成講習を受けた地方公共団体職員が、地方公共団体の中で特定の用途に関わる業

界団体との連携をとった講習会をどのように行っているかについてもフォローアップ調査

をさせていただきました。 

 左下の円グラフにございますように、８割近くの都道府県において、既にそういった説

明会は開催済みというお答えをいただいております。また、連携する業界団体としまして

は、当初想定した団体が中心になっておりますけれども、宅地建物取引業協会を中心とし

た連携を図っており、それぞれの地方における不動産協会と連携を図った説明会といった

ものも行っていただいている状況でございます。 

 また、地方公共団体によっては、もう少しいろいろな取り組みをということで、積極的

に、建築士の関係団体ですとか、もしくは解体関係の業界といったところとの説明会を行

っている例もございました。 

 以上が、前回の部会でご提示いただいた取り組み方針についての国土交通省における現

状の取り組み状況のご報告になります。 

 続きまして、次のページから、前回の取り組み方針でお示しいただいた内容にさらに加

える形で、その後、国土交通省で行ってきました取り組みの一つとして「建築物石綿含有

建材調査者制度の見直しについて」ということもございますので、こちらのご報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 おめくりいただいて１０ページ、こちらはおさらいになりますけれども、平成２５年か

ら、国土交通省におきましては建築物石綿含有建材調査者制度といったものを設けまして、

アスベストに関する専門的な知識を有する方を育成するといった制度を運営しているとこ

ろでございます。これは、アスベスト対策ワーキングの中で議論をいただいてまとめ上げ
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た制度であり、今まで、平成２５年から５年間にわたって国土交通省においてこうした制

度を行っておりましたが、右下のグラフを見ていただきますと、育成状況が、今のところ、

直近で１,０００人を超えた１,０７４名でございます。 

 次の１１ページにおいて示すように、調査者が０人の都道府県は既に解消しておりまし

て、一定程度、調査者も確保できている状況ではございますが、都道府県別に見ますと、

まだ一部偏りがあるということで、数が非常に少ないところと多いところで偏在が見られ

るところもございます。調査者に関しましては、実際にアスベストが使われている建物の

所有者が相談をしていくような、そういった専門家ということで働いていただくことを期

待しておりますが、地域によっては、窓口として対応できる方が少なくて対応し切れない

ケースもあるのかと考えておりまして、もう少し人数を増やしていくところについては、

てこ入れが必要かと考えております。 

 そのてこ入れに関しての具体的な取り組みを進める前に、現制度にはどういった課題が

あるのかということを検討いたしました。１２ページをご覧ください。ここでは、左側の

ほうで、実際の調査者の方にアンケートに協力いただきまして、どういった場で仕事が行

われておられるかということでご回答いただきました。国土交通省として想定しているよ

うな平時の調査についても、当然、仕事があるということではございましたが、それ以上

に、増改築・改修、解体といったような建物の工事を行うときの、レベル３建材なども想

定したような現場での実績が多いという実態が明らかとなりました。そうしますと、現状

のもともとのテキストでは、レベル１、２を中心としたテキストになっておりましたが、

レベル３に関する必要性も高まっていることが浮き彫りになった状況でございます。 

 また、右側のテーマになりますけれども、実際に、なかなか人数が増えない、受けてい

ただけないところがどういう理由によるものなのかということも調べてみました。平成２

９年に、厚生労働省さんのほうでアスベストの事前調査に関する講習会を行った際に、国

土交通省で運営している調査者制度の受講が支障になるのはどういう理由なのかというこ

ともアンケートにご協力をいただきました。アンケートの結果によりますと、受講料が高

いということと受講日数が長いということで、実際にお仕事をしながら受けるというのは

なかなか難しいといった状況も見てとれるという調査結果が得られました。 

 こういった、現状や、もともとの制度の課題も踏まえまして、その次の１３ページをご

覧ください。厚生労働省さん、環境省さんにご相談させていただき、今まで国土交通省単

独で、この講習制度、調査者制度を運営してまいりましたけれども、３省連携という形に
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しまして制度を運営していくことで、さらなる人の拡充を図ったり、調査の内容、テキス

トの充実を図っていったりすることにしたらどうかということで、制度の見直しを行いま

した。１３ページの資料を見ていただくとわかりますように、主体としては、国土交通省

だけではなく、厚生労働省さん、環境省さんとも一緒に行っていく形にしまして、講習実

施機関の登録を行っていこうという制度になっております。 

 また、講習の中身に関しましては、その下の表をご覧いただければと思います。今まで

は「建築物石綿含有建材調査者」という名前になっておりましたが、新しい制度の中では

表の左側を「特定建築物石綿含有建材調査者」ということで、講習の内容に関しましては、

講義、実地研修、筆記試験及び口述試験とし、従来と同じ講習を受けていただくコースを

準備しているのが「特定建築物石綿含有建材調査者」のコースになります。少しややこし

いのですが、新しい制度の中では、表の右側が「建築物石綿含有建材調査者」ということ

で従前と同じ名前になっており、名前上はクロスしているのですが、新しいコースとして

講義と筆記試験のみによる「建築物石綿含有建材調査者」というものを用意しまして、受

講の負担を軽減するといった工夫をしたところです。 

 また、講習で対象とする石綿含有建材についても、従来はレベル１、２が中心でしたけ

れども、レベル３についても対象に組み込むということで、通常の使用状態の調査だけで

はなく、解体などの工事の事前調査も想定したレベル３も含めた調査者のテキストの充実

を図ったというのが今回の見直しの内容になっております。 

 こういった見直しを行った結果については、１４ページをご覧ください。この１０月か

ら制度の運用を開始しておりまして、今年度、既に調査者講習を行ってございます。下の

表の左側の「特定建築物石綿含有建材調査者講習」に関しましては、新しい講習制度に切

りかわる前から募集しておりましたので、受講人数７３名というのは、おそらく、もとも

と受けるご予定だった方がスライドで受けておられると思われますが、右側の「建築物石

綿含有建材調査者講習」については完全に新規で行ったものですので、こちらは新しいニ

ーズの掘り起こしにつながっている部分そのものかと思っております。東京会場、大阪会

場でそれぞれ開催していただきまして、合計で１４８名の受講者がございましたので、近

年、合格者の人数で言いますと、１回あたり７０名、６０名ぐらいの講習受講状況でござ

いましたから、今回、これだけ多くの方が短期間にもかかわらず受講していただけたとい

うことは、今後、調査者の人数を増やしていくという目的を達成していくための一助にな

るのではないかなと考えております。 
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 加えて、現状では、講習機関としては日本環境衛生センターさんのみという状況ではご

ざいますけれども、今後は建設業の労災関係の協会などにも講習機関として加わっていた

だくように、厚生労働省さんとも協力しながら進めていきたいと考えておりますので、受

講機会の地域的な偏在を解消していきたいと考えているところでございます。 

 また、「特定建築物石綿含有建材調査者」と「建築物石綿含有建材調査者」の間で実地研

修の有無というところで講習内容では差がついておりますが、学ぶ内容で差がついたとこ

ろで、実際の仕事の中でできるだけ差がつかないようにということで、１５ページに示す

ように、「建築物石綿含有建材調査者」の方に、実地研修は受けていなくても、できるだけ

実地に近い環境を視覚的な形で学んでいただくということで、映像教材を準備させていた

だきました。こちらは２０分ほどの映像教材で、実際にアスベストがまだ使用されている

建築物でベテランの調査者の方に協力をいただきながら、こういったところをちゃんとチ

ェックしていくべきだとか、テキスト情報だけではなかなかわかりづらい、視覚的にアス

ベストの実態といったものも映像で映して、講習現場でこういった内容を流すことで実地

研修の部分をフォローするような補足的な教材を準備させていただいたというのが、この

１５ページの内容でございます。 

 実際に、早速、今年度の講習の中でもこのムービーを流したところ、９割以上の受講者

の方から、「おおむね理解できた」という好意的な反応をいただいているところでございま

す。具体的なアンケートの中では、調査箇所ごとにどういうところに留意しなければいけ

ないかとか、テキストと組み合わせるとわかりやすいとか、また、何度も見たいというお

声もありましたので、今後、この映像教材をどのように活用していくかというところで、

できるだけ見る機会を増やせるようなことも検討していきたいと考えているところでござ

います。 

 以上が「建築物石綿含有建材調査者制度」の今年度の見直し内容のご報告でございます。 

 最後に、「建築物石綿含有建材調査者」向けの定期講習の実施について、次のページから

資料をご覧ください。１７ページになりますけれども、「定期講習」というのは、もともと

の制度の中では「更新講習」という名前になってございまして、従来の制度では、修了証

の中で有効期限５年ごとと書かせていただいておりましたので、５年たったら「更新講習」

を受けていただくということで、更新講習のテキストですとか、また、どういった進め方

をするのかということが、前回の部会以降のアスベスト対策ワーキンググループでの検討

事項として掲げられていた内容でございます。 
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 ワーキンググループの中でご議論いただきまして、１７ページの下の枠に書かれており

ますように、講習については、１日でまとめて受講できるような、受講者負担もできるだ

け考慮した仕立てにする方針を決めていただきました。 

また、講習で用いるテキストの内容につきましては、次の１８ページをご覧ください。 

 講習内容としまして、「定期講習」で行う内容として、もともと新規の講習と同じ内容を

行っても仕方がないということで、特に、まずは①で書いておりますように、近年のアス

ベスト関係の法令、建築基準法に関わらず、大気汚染防止法ですとか、労働安全衛生法で

すとか、そういった関係法令の改正状況の変更点についてご説明する講義を、最初にご用

意しているというのが１つ目。②で、実際に「定期講習」を受けに来る方々のことを考え

ますと、実務上、重要な項目が必要であろうということで、②に関しましてはアスベスト

調査における留意点ということで、より実態に即した項目に関しまして留意点をまとめ上

げたものが講義の２つ目です。③に関しましては、実際の調査者の方に対するアンケート

の中で、新しい名前では「定期講習」となっておりますが、当時の用語で言うところの「更

新講習」のコンテンツとしてどういったものが必要かということについてアンケートをと

らせていただいたところ、実際の現場での見落とし事例なども含めた実地に即した事例の

紹介などがあると非常によいのではないかという意見が多かったので、そこを踏まえまし

て、講義の３つ目としましては、事前調査におけるアスベストの見落とし事例等の紹介を

行うことといたしました。これは環境省さんにもご協力をいただきながら事例を集めまし

て、こういった事例集を講習の中でご説明するといった定期講習用のテキストの作成を行

ったところでございます。 

 「定期講習」は、今年度は既に１度実施しております。１９ページをご覧ください。先

ほど申し上げたように、もともとの調査者制度が５年の有効期限を切っておりまして、制

度が開始しましたのは平成２５年ですから、最速で、平成３０年で有効期限を迎える方が

いらっしゃいましたので、そういった方々を対象にということで、今年度から定期講習を

実施しております。一番下の米印に書いておりますように、最初の年度である平成２５年

度で講習を修了した方は１１２名いらっしゃいましたので、この１１２名の方に受けてい

ただくことを想定しておりましたが、その上のリード文の中の２ポツ目にありますように、

受講者数が４割程度にとどまっているのが実情でございます。今回定期講習を受けなかっ

たからといって調査者の資格が失われるものではございませんので、今回受講しなかった

方も、来年度以降も受講していただくことは可能でございますけれども、もう少し、定期
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講習を受けていただくことの意義の説明の仕方などの支援策について検討させていただい

て、今後の「定期講習」につなげていくことを検討したいと考えております。 

 また、先ほどご紹介したような普及啓発ムービーについては、「定期講習」の中でも活用

していくことで、より実地に即した映像教材ということでご提示できればよいかと考えて

おります。 

 また、先ほどの説明から漏れてしまいましたが、「建築物石綿含有建材調査者制度」を国

土交通省が単独で行っていたときの講習修了者は全て新しい制度のほうへ移行して、皆さ

ん、新しい制度の中では「特定建築物石綿含有建材調査者」という形で移行しております

ので、引き続き、調査者として活動することができる状況になってございます。 

 資料１の説明は以上となります。 

【部会長】  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意

見をお受けしたいと思います。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【○○委員】  ありがとうございます。この定期講習のところで、１つ、事前調査の見

落とし事例を入れたということで、実は、改修や解体をやっている現場、もしくはリフォ

ームで同じことが言えるのではないかなと思うのです。そういった意味でも、こういった

教材をつくられた部分では、少し、このままと言うと定期講習との差別化も含めてあると

は思うので、ただ、一定、見落とすというところでは、現場で働く人たちは同じようなこ

とが考えられるかなと。 

 実は、この間、私も三重の組合やいくつかの組合でアスベストの学習会をやってほしい

ということで行きまして、その際に、やっぱり何が問題かというと、現場で働く人たちで

すから、国土交通省関係のところで行くと、やっぱり改めて、建材、どこに何が使われて

いたかという学習なんかをとにかく求めているということで、そういったことの教材なん

かも、ぜひ今後も含めたところでは対策としてつくっていただき、広く周知を含めてやっ

ていただきたい。できれば、この新しい調査者の関係でいきますと、受講は若干増えてい

るようですけれども、まだまだやっぱり足らないような気がします。実は、いくつかの全

建総連の組合の委員長からも、私たちで言う定期大会の中で、「調査者が少ないぞ」という

意見や、「そんなのでいいのか」、「何も言わないのか」と、言われたものがありましたので、

できる限り広げていく取り組み、講習が１個しか実施していないということであれば、広

げるということも含めて、多くの人が受講する、もしくは解体業が許可制度になったのを
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含めると、許可のところにもその人を必ず入れるとかも含めて、今後、解体に関するとい

うことは検討していただきたい。今、厚生労働省の中でもレベル３建材についての検討も

含めてされているので、そういった意味では、解体工事になると厚生労働省管轄だと思う

のですが、改修工事もかなり多くなると思いますので、そういったところでは、ぜひその

ようなことを、厚生労働省、国土交通省の中でも、２省が一緒に考えてもらって進めてい

ただきたい。 

 とにかく、建設業の中では、この学習もそうなのですけれども、僕が一番心配している

のは、１０年前のクボタショックのときは、そのころ現場に行っていた人は、みんな、い

ろいろな教育を受けたのですけれども、それ以後に入ってきている人たちはほとんど受け

ていません。おどかしじゃないですけれども、言ってやらないと、その危険性というもの

が、じん肺もそうですけれども、ちょっとわかっていない。ですから、こういったところ

では、厚生労働省さんと一緒になって啓発の波というか、そういうものをもっとつくって

もらって、今の人たちに理解してもらうようなことをやっていただければなと思っており

ます。以上です。 

【部会長】  大変重要なご指摘、ありがとうございます。 

 事務局のほうから何かお答えがありますでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。２つご意見をいただいたかと思います。 

 １つは、まず見落とし事例のテキストの内容。これは、できるだけいろいろな方も見ら

れるような環境整備をしてはどうかというご提案だったかと思います。先ほど、○○委員

ご自身で補足いただいたとおり、確かに定期講習との差別化が必要かなというところもご

ざいますので、どういった形で見落とし事例を共有できるかというところは、少し慎重に

検討させていただきたいなと思います。ご意見として承りました。 

 また、２つ目のほうの調査者の数が少ないというところは、まさに我々も、そこは問題

意識を持っておりまして、先ほども申し上げたような制度の見直しを行ったというところ

でございます。ちょっと今回は、１０月に見直しをしたばかりで、まだ半年程度の期間の

中でしたので、周知も期間が短かったものですから、講習実施機関は、引き続き１機関の

みで行っておりますけれども、今後、石綿作業主任者については全国的に講習機関をたく

さん抱えている厚生労働省さんとも連携をしたいと考えています。関連する施策という意

味では、そういったところも講習実施機関として役割を務めることができるのではないか

というお話もいただいておりますので、そちらは、全国の都道府県ごとにあると聞いてい
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ますので、そういった形で受講機会をできるだけ増やしていくというところで、数の増大

については努めていきたいと考えております。 

【部会長】  追加でお願いします。 

【○○委員】  石綿作業主任の関係でいくと全建総連の組合でも、そういった講習につ

いて機関をもってやっておりますから、そういったことが考えられるのであれば、ぜひそ

れをしていただいて、そういう機会というか、そういった人たちを増やすことを前提に進

めていっていただきたい。 

 今後、レベル３までも含めた届出制など、厚生労働省が検討していることをやるとした

ら、この人数じゃ到底足りないなということが考えられますので、本気でやるとすれば、

ほんとうに１０倍ぐらいは必要だろうなと考えておりますので、そうした体制がとれるこ

とをしていただきたい。そういう講習機関を持っている全建総連も、そういったことが認

められれば協力体制なんかもとれるのではないかなと思いますので、ぜひ検討をよろしく

お願いいたします。 

【部会長】  ありがとうございます。ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

【○○委員】  すみません。資料の３ページのところに、小規模建築物のアスベスト調

査台帳の整備状況のデータがあるのですけれども、そこにあわせて使用実態調査をやって

いるか、やっていないかというところも記載されていると思います。お聞きしたいのは、

１回使用実態調査をやった時に、分析を依頼中ですとか、未回答のところもフォローアッ

プをしていたと記憶をしているのですけれども、ここでいう、青くなっている部分という

のは、フォローアップ調査までが終わっているということなのか、実施中というところは、

１回調査をした後のフォローアップ調査も含めて実施をしているということの理解でいい

かどうかを教えていただければと思います。 

【部会長】  お答えをお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。こちらで申し上げている調査というのはフォロー

アップ調査ではなくて、まず、リストアップを行った後、実際にその建物で使われている

かどうかの調査を行ったかどうかというところで、調査済みかどうかということを分けて

考えております。従って、フォローアップというところまで含んでいるものではございま

せん。 

【部会長】  よろしいでしょうか。 
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 ほかにご質問、ご意見等はいかがでしょうか。お願いいたします。 

【○○WG委員】  すみません、遅れて来まして申し訳ありませんでした。 

 今年度、新たにいろいろなところで業界団体に向けての研修ということ、それから、各

県での連絡会議を開催してもらって、県レベルで包括的な対策といいますか、業界団体も

含めて自治体ごとの対策を立てていただくという動きで、これはいいことだと思うのです

が、実際に、私の知人や、私も含めてなんですけれども、そういう連絡会議に業界団体と

して参加させていただいたときに、自治体の方々のアスベストに対する理解度とか認知度

が低いと。それで、これは比べていいか悪いかというのはあるのですけれども、環境系の

ところは比較的理解されているところが多い。ただ、小さいところなどは、非常に、まあ、

そんなところはという感じのところもあります。 

 それで、先ほど○○委員からも言われたように、労働者に対する啓発を進めていただき

たいというお話がありましたけれども、自治体の方々に対しても、毎年異動するというこ

ともありまして、啓発といいますか、認知度を上げるための動きを継続してやっていただ

きたいと。要は、今、連絡会議をつくってアスベスト対策を進めてくださいという動きは

非常にいいことだと思うのですけれども、継続的にというか、内容的に進めるべく、国土

交通省としてはチェックということになるかもしれませんが、それは続けていただきたい

なと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。ただいまのご発言について事務局として何かあり

ますか。 

【事務局】  ありがとうございます。今、○○WG委員からおっしゃっていただいたよう

に、連絡会議は必ず立ち上げないと交付金の補助要件の対象にならないという制度を始め

ておりますので、できるだけ、調査者の方も加わっていく形で行っていただいている取り

組みかと思いますが、その中で、そういった事案が気になったというご意見か受けとめて

おります。 

 国土交通省のほうからは、地方公共団体の方についてもアスベストに関する知識を高め

ていただくということで、先ほど申し上げたような講師養成講習といった機会を準備させ

ていただいて、テキストなんかも準備して、そういう知識を高めていただくための取り組

みを進めてきているところです。 

 また、加えて、以前に建築物石綿含有建材調査マニュアルということで台帳整備のマニ

ュアルも作成いたしまして、こちらの中で、職員の方にも、ある程度アスベストに関する
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専門知識を持っていただくための資料もつけておりますので、こういった学んでいただく

機会は引き続き提供していきたいと考えておりますし、また、マニュアルに関しましては、

前回作成してから、もう既に５年ほど経ちますので、今後マニュアルの内容の見直しも検

討していくところでございます。そのマニュアルを見直した結果を周知する際には、改め

て公共団体の方にも、もう少しアスベストに関する知識を身につけていただくためのお願

いを引き続き行っていきたいと考えております。 

【部会長】  ありがとうございます。ご発言の中にありましたように、地方公共団体の

方は人事異動がほんとうに激しいですから、継続的なことが必要なのかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。○○先生、お願いします。 

【○○委員】  基礎的なデータとして、参考資料３の４ページを見ていただきたいので

すが、現在、把握しているものとしては、民間建築物において、この場合は延べ面積が１,

０００㎡以上の大規模建築においてどうなっているかというデータがございます。これは、

吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールについて、２６.２万棟の対象に

ついて、建物所有者に聞いて回答を得たものでありまして、調査者が調べたものとか、そ

ういうものではないです。だから、言ってみれば、その建物の所有者の、素人と言っては

変ですが、専門性があるとはわからない方がこうしましたと回答をした調査になっており

ます。一定の対応をした、もしくは除去したという数字はこういうふうになっている。と

いうことは、逆に言うと、もともとこういう調査をしなければということの根底には、１

９９０年から、世界で、建物に居住しているだけで中皮腫になってしまうという方がたく

さん出たのでこれを始めているわけですが、現状で見ても、１,０００㎡以上で対応してい

ない方が１０％はいるということになりますから、この１０％を放置していて法的にいい

のだろうかという問題が今も残っているということになります。 

 先ほど資料にございましたが、ちょっとご質問もあったと思うのですが、小規模につい

て調べていないのではないかという部分について調べたのが、先ほどの資料１の３ページ

になります。先ほどご質問されたと思うのですが、これも同じような形の調査方法でやっ

ているので、一応こういうやり方ではこういう結果が出ているということにはなりますが、

専門性のある者がチェックした上でのデータではないという点もご理解いただいた上で、

今後どのような制度構築が本来必要なのか、どういう部分の調査が足りないのかというあ

たりは、ちょっと基礎的なデータとして見ていっていただいた上で、今後のご議論をぜひ

お願いしたいと思っております。 
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【部会長】  補足コメント、ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

【○○委員】  調査の前提として、調査をする人のレベルというのが重要になる、皆さ

んの意見は同じだと思います。コメントなのですが、私は建築物石綿含有建材調査者の３

省共管のテキストの仕事に携わっていたものですから、一つの観点として、人数を増やさ

なくてはいけないと思うのです。ここのところに書いてあるように、石綿作業主任者、１

３ページを見るとわかるのですが、今度の新しいほうの受講資格者として狙っているのは、

建築に関して一定の知識、実務経験を有する者がいるといいのですけれども、現実に一番

数が多いのは石綿作業主任者、この人たちは実際に工事のときに事前調査をやっているわ

けです。今までにも調査をやっていたのですけれども、総務省の勧告もあって、あまり建

築的な知識がないのではないか、石綿作業の労働安全衛生に関する知識はあるのですけれ

ども、ということが指摘されていました。ちょうどいい機会といいますか、３省共管でテ

キストができたのだと思います。 

 ただ、テキストはつくりましたけれども、先ほど言ったように見落としがあるかもしれ

ません。一方で、石綿作業主任者の人数は多くて、アスベストのことについて知識はある

のですけれども、建築的知識を期間内に全部覚えるかというと、かなり難しいところがあ

る。長期間、高い費用を出して実地研修までやってもいいのですけれども、参加者には限

界があると思います。私は新しい制度がわりと合理的だと思うのは、ある程度知識を講義

で得て、ビデオ学習等を加え、それで徐々に増やしていくという形で、この方法がなるべ

く適切に伸びるようにといいますか、最初から過大な要求をしても無理だと思うのですけ

れども、これが上手に機能して調査者が増加することを非常に期待したいというか、見守

りたい的なところがあります。コメントです。 

【部会長】  ありがとうございます。これはご返事いただかなくてもいいですね。 

 それでは、○○WG委員、またお願いします。 

【○○WG委員】  新たな調査者制度というのは、人数が足りない、多くの建物の解体の

事前調査を的確にやるためにということではあるのですが、現在、調査者の講習修了者の

方々に聞きますと、確かに人数を増やすということはいいのだけれども、レベルダウンは

してほしくないと。今、○○委員が言われましたけれども、今の特定の方々と、石綿作業

主任者から実地講習なしで新たな制度で修了された方というのは、やはり一定程度の差が

ある。一定程度じゃないかもしれないですが。 
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 確かに、レベルは段階的に上がるのだろうとは思うのですが、国土交通省がつくった制

度の講習というのはかなりいいものだと。ただし、修了者であっても、６０点で修了でき

るわけですから、生涯においてというか、教育的な観点からも、学ぶべきは学ばないとい

けないし、講習を、追加的なものを継続的にできるようなシステムがあったほうがいいと

思うのです。ですから、段階的に、今回の新たな調査者の方々が事前調査をやったとして、

じゃあ、見落としがないのかというと、非常に不安な気持ちになります。 

 それで、ビデオの講習をされたとありましたけれども、その中でも半分はまあまあ理解

できたと。半分の方ですらも、まあまあということですから、これは石綿作業主任者の方々

が対象、ほぼそうだと思うのですが、もちろん現在の修了者の方々でも、さらにさらにと

いう気持ちを持っておられると思うのですけれども、少なくとも新調査者というか、新制

度の調査者に関しては、そういう見落とし事例に関する講習というか、付加的なものとい

うのは非常に重要に考えていただければと思っております。 

【部会長】  ありがとうございます。これはご意見として承るということでよろしいで

しょうか。 

【○○WG委員】  ええ。 

【部会長】  ほか、いかがでしょうか。 

【○○委員】  先ほど、自治体のレベルでも学習というか周知というか、労働者も含め

てきちっとやるべきだと。実は、僕ももう一つ気になったのは、厚生労働省でも言います

けれども、住民の方の不安をあおるのではないですが、２００４年までは、石綿含有建材

が含まれている可能性が十分あるのです。それ以降は全面禁止ですから。そういった意味

でも、リフォームなりなんなりも含めた工事をやる際に、特に全建総連傘下の零細事業主

の関係のところでは、そういったものがなかなかできない部分も含めてあります。やらな

いということや、あってもやらないとか、ありそうだけどやらないということにならない

ような対策も含めて、住民も知っていくということが必要です。今、お医者さんでさえ、

これは組合員さんが実際に一般のお医者さんのところに行って経験したことですけれども、

とにかくもうアスベストは終わったのだろうと言われたそうですから。それはあり得ませ

ん。 

 そういうレベルだという認識で、特に住民は、泉南のアスベスト訴訟は終わりましたか

ら、あれでもう終わったと思っていますが、あり得ません。不安をあおりたくはないので

難しいのですけれども、こういう周知はどうやっていくべきかというのをいつも悩んでい
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て、組合員さんからも相談を受けています。施主さんが怒って、「うちはそんなものは使っ

ていない」というふうに言われちゃう可能性がある。でも、それを調べるのが今回の制度

だと思っているので、それはそういった位置づけで、何か方法はないのかと。「うちはそん

なものは使っていない」と絶対言いますから。住民の人も含めて、わからないですから、

何かそういったことの対策がないのかと。先ほど言ったように、そこのところも、３省で

ぜひ検討していただきたい。 

 それと、先ほど言った調査者の精度を落とさないというのは、建築士のときみたいなこ

とが起こらないようにしていただいて、今は建築士も何年かに、定期的な講習をやってい

ないとできないですけれども、そういったことをこういった資格に与えていくというのも

ぜひ考えていただきたいし、厚生労働省のほうにも僕はそれも言っていきたいと思ってお

りますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

【部会長】  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、また後でもご意見があったら承りたいと思いますけれども、このことに関し

ては一旦ここで閉じます。 

 

（資料２：民間建築物のアスベスト対策の取り組み状況について） 

【部会長】  続いて、民間建築物のアスベスト対策の取り組み状況について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

【事務局】  引き続きまして説明をさせていただきます。資料２の「民間建築物のアス

ベスト対策の取組状況について（アスベスト対策ワーキンググループにおけるこれまでの

検討等）」という資料をご覧いただければと思います。また、資料２の中では、いくつか参

考資料を引用しているところもございますので、適宜そちらも引用しながらご覧いただけ

ればと思います。 

 資料２の内容に関しましては、冒頭書いておりますけれども、まず国土交通省における

アスベスト対策の契機になっているものということで、平成１７年１２月に取りまとめら

れた社会資本整備審議会建築分科会における建議「建築物における今後のアスベスト対策

について」をベースとしつつ、その後、平成１９年１２月及び平成２８年５月の総務省勧

告も合わせて、こういった建議、勧告への対応ということで、これまでワーキンググルー

プで必要な検討を行ってきたところでございます。その検討の内容について、建議や勧告

において課題とされた内容については左側、それについての対策や、施策を右側に書く形



 -20- 

でまとめた資料でございます。 

 この資料は、前々回、平成２６年１２月の部会の際にも同じような資料を出させていた

だいております。その際、その当時では未対応という政策もいくつかございましたが、今

回お示ししている資料は、さらなる対策をとった部分について追記をしております。さら

にさかのぼっての第４回部会、平成２０年時点の内容は黒字で、前々回にあたる平成２６

年時点の対策は青字で対策が書かれていまして、今回新しく加わった対策を赤字で加筆を

行っているという見方をしていただければと思います。ですので、資料２については、今

日は基本的に赤字のところを説明させていただきます。 

 １ページの最初の赤字のところで、勧告・命令ガイドラインの整備ということでご提示

いただいていた政策がございます。こちらに関しましては、参考資料３の８ページをご覧

ください。国土交通省におきまして、平成２７年に既存不適格建築に係る是正命令制度に

関するガイドラインというものを発出させていただいております。こちらに関しまして、

実際に特定行政庁のほうで、既存建築物に対する命令権として、保安上危険なものですと

か、衛生上有害なものに対して、命令を行ったり勧告を行ったりする権限がございますが、

具体的にどういう場合が保安上危険か、衛生上有害かという判断の指標となるものという

ことで、ガイドラインでお示ししているものですけれども、この中で、特に著しく衛生上

有害であると認められる場合の具体例としてアスベストの話題を提供させていただいたと

ころでございます。 

 こちらの資料を見ていただくと、写真も載せておりますけれども、吹付けアスベスト等

が飛散した結果、暴露する可能性が高い状況、通行人などに被害が及ぶ、そういったおそ

れがあるような環境であれば、こういったところはやはり著しく衛生上有害であるものと

しています。法律上は、単に衛生上有害と書かれている部分でありますが、具体のものと

しては、こういった事案が想定されますということを事例としてお示ししつつ、また、そ

の下の（２）でございますように、こういったものについては、是正命令等をしっかり行

っていく必要がある旨もあわせてお伝えすることで、特定行政庁における勧告・命令が実

質的に進むようにお示ししたガイドラインがございます。こちらが建議の中で示されてい

た勧告・命令ガイドラインの整備に対応する施策ということで掲げさせていただいている

ところでございます。 

 引き続きまして、その次の赤字で書かれているところが定期報告制度の対象となる建築

物の範囲の拡大という項目でございます。こちらは、平成２０年時点でも、平成１８年に
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建築基準法の改正を行いまして、定期報告の中でしっかり調べていっていただきたいとい

うことを特定行政庁にも通知させていただいておりましたが、当時の定期報告制度におい

ては、定期報告対象となる建築物をそれぞれの特定行政庁で定めることになっておりまし

たので、国土交通省としての政策も、特定行政庁に対象の見直しの検討を要請というとこ

ろに留まっておりました。 

 ただ、今般、建築基準法を改正いたしまして、国のほうで、政令において直接定期報告

対象を決めることができるようになってございます。その上で、国が決めた範囲以外のも

のについても特定行政庁が決めることができるという、その２段階の定期報告対象を決め

るような仕組みになっております。 

 こちらは、参考資料３の７ページをご覧ください。７ページの上の枠に書いてあります

ように、もともとは特定行政庁指定だけだったものが、政令指定と特定行政庁指定に分か

れたところでございます。 

 政令指定の具体的な定期報告対象建築物としては、その下の枠に書かれてありますよう

に、一般的には不特定の方が利用するもの、多数の方が利用するような、建築基準法でい

うと特殊建築物という言い方をしておりますけれども、こういった特殊建築物で、３階以

上の階などを利用するもの、こういったものについては、定期報告の対象として位置づけ

るものとして、政令であらかじめ定めております。ここに書かれていないものであっても、

特定行政庁で独自に定めることができるという形にしておりますので、定期報告制度の対

象範囲の拡大というところでは、さらに踏み込んだ施策をとってきたということで、ご報

告事項としてここに赤字で加えさせていただいているところでございます。 

 次に、資料２の１ページの最後の項目からになります。吹付けアスベスト等が使用され

ている部分等の詳細な状況の調査の実施という項目でございます。おめくりいただいて、

青字で既に前回、前々回の部会でも施策を書いておりましたが、追加の施策というころで、

平成２８年度予算からは、もともと社会資本社整備総合交付金という交付団体に対する補

助金の中で、アスベストの調査や除去等に対する支援を行う補助要件として、建築物石綿

含有建材調査者の位置づけを行っております。 

 参考資料３の５ページをご覧ください。こちらは、補助制度の概要となっておりますが、

上の（１）が調査、（２）は除去に関する内容となっております。いずれについても、実施

要件が最後の項目に掲げられておりますが、建築物石綿含有建材調査者が調査を実施する

ことですとか、調査者を関与させることといったことを補助要件として決めたというのが
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平成２８年度からになってございます。 

 また、さらに資料２のほうにお戻りいただいて、平成２５年度に創設した建築物石綿含

有建材調査者の制度については、先ほどご報告申し上げたとおり、今年度から厚生労働省、

環境省との共管制度といたしまして、解体・改修を行うような事前調査についても、講習

のテキストの中に組み込むという見直しを行うことで、さらなる対策をとってきていると

いうことを、施策として新たに位置づけさせていただいているということでございます。 

 引き続きまして、次の小規模建築物における吹付けアスベスト等の使用状況調査の実施

という項目でございます。こちらに関しましても、今までも政策を記載しておりましたが、

今回赤字の部分ということで、これは前回部会の提言を踏まえまして、不特定多数の方が

利用する建築物など、優先的に把握すべき小規模建築物について、しっかり台帳整備を行

う。さらに、その除去なども進めていくという方針を示していただいております。 

 それを踏まえての通知ということで、参考資料４－１を今日添付させていただいており

ます。当時、アスベスト対策部会で平成２９年５月にご提言いただいた直後に、６月には

この通知を発出いたしまして、小規模建築物、先ほど資料１の中でも説明申し上げたとお

り、３００㎡以上のもの、延べ面積が１,０００㎡から３００㎡以上のものについても対象

に組み込むということで、地方公共団体のほうにお願いさせていただいているという状況

でございます。この内容が資料２の２ページの真ん中の項目ということになります。 

 引き続きまして、資料２の３ページの上から３つ目の項目になります。室内空気質の目

安としての暫定的な指標の検討ということで、これは前々回部会の時にもご報告させてい

ただいておりますけれども、平成２１年度から平成２５年度にかけて、アスベストの含有

検査に関して飛散性調査を行っております。この際、建築基準法の規制対象となっている

吹付けアスベストないしはアスベストを含有する吹付けロックウール以外のアスベスト含

有建材については、通常の使用時においては有意な飛散は確認されなかったというところ

で、前回、前々回の部会でもご報告させていただいておりますが、今回、さらにつけ加え

させていただいております。既存建築物における吹付けアスベストについては、そもそも

飛散してもよいということではなくて、除去そのものを国の補助制度などで進めるとして

おりますので、空気質の目安を検討するということではなくて、そもそも、より強い対策

としての除去を求めていくことを原則に進めているということで、こちらの内容の施策と

いうことで書かせていただいているところでございます。 

 続きまして、３ページの一番下の項目で台帳の整備等でございます。今後の適切な維持
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管理、除去、解体時の対応等の状況を把握できるような台帳の整備の促進ということで、

こちらは先ほどの繰り返しになりますが、前回部会の中でお示しいただいた小規模建築物

の把握を進めるべしということについて、小規模建築物の把握を進めるための通知もこち

らから地方公共団体に発出させていただいたというところで、こちらの対策をとっている

と記載させていただいております。 

 続きまして、４ページの建築士等に対するアスベストの調査方法、除去方法等に関する

講習会等の実施ということで、こちらに関しましては、何度も繰り返しになって申し訳あ

りませんけれども、建築物石綿含有建材調査者講習を平成２５年度に創設して、専門家の

育成を行ってきているというところです。また、今年度は厚生労働省、環境省との共管に

より、さらなる人数の増大に向けた取り組みを進めているということで、こちらの対策と

してさらに追記させていただいているところでございます。 

 つけ加えますと、上の黒字になってございますが、日本建築センターさんにおいて、技

術指針を作成していただいておりまして、平成１８年度に一度改訂しておりますが、今年

度も再改訂を行っております。○○委員にもご協力いただきながら、新たに内容をつけ加

えた、もう１０年以上が経っておりますので、指針のほうも見直しを行いまして、日本建

築センターさんのほうで見直しを行ったテキストで、今年度講習も実施していただいてい

るという状況でございます。 

 次の赤字の項目が、パンフレットの作成、広報等を通じた所有者等への普及啓発という

項目でございます。こちらに関しましては、冒頭、資料１でご説明申し上げたような講師

養成講習の実施ということで、地方公共団体の職員を含めて、まず講師になっていただい

た上で、その後、さらに地方公共団体の職員から特定の業界団体などを通じて、さらに深

く民間の建築物所有者の方にアスベスト対策の必要性について知ってもらうという普及啓

発活動を行っているというのが、この項目で追加させていただいたところでございます。 

 その次の所有者等が吹付けアスベスト等の有無や劣化状況の簡単なチェックを行い、専

門家に相談する契機となるようなパンフレット等の整備に関しましては、前々回部会の時

点でもパンフレットを一応お示ししておりますが、ページ数が多かったりすると、読んで

いただくのはなかなか難しいかもしれないというご指摘もございました。 

 こうした指摘を踏まえて、１５ページと１６ページにあるようなリーフレットを作成し

ています。これは、実際は裏表のリーフレットを想定しておりますけれども、アスベスト

に関する、特に所有者に対して意識を持ってもらうためのリーフレットということで、今
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日、ご参加いただいている○○WG委員にもご指導いただきながら作成しております。 

 ポイントとしましては、１５ページの真ん中の項目にございますように、「建物の所有者

に対し、損害賠償の支払いが命じられることも」ということで、単に目的も示さずにアス

ベストをとにかく除去してくださいということを所有者に求めるのではなく、アスベスト

を放置することによって、建物所有者自身も、場合によっては建物利用者が健康被害を受

けた場合に、訴訟事案となって賠償金の支払いを命じられる、そういったケースも実際に

あったということを強くお伝えしていこうということで、こういったリーフレットを作成

しております。実際に、このリーフレットを講師養成講習などでもお配りして、できるだ

け普及に努めていくということで進めているものでございます。こちらを資料２の４ペー

ジで記載させていただいたものでございます。 

 ここまでが平成１７年建議に対する施策で、前回、未対応になっていた項目、もしくは

既に施策をとっておりましたが、追加で新しく加わった施策ということでお示ししている

ものでございます。 

 続きまして、６ページになりますけれども、こちらは平成１９年の総務省勧告の項目で

ございます。また、赤字になっている項目をご覧いただければと思います。 

 ６ページの真ん中の①、国土交通省は、床面積１,０００㎡未満の民間建築物及び平成２

年以降に施工された民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討することと書

かれている部分でございます。こちらについては、今までも平成２０年、平成２６年も施

策について既に書き込まれておりますが、今回、追加で書かせていただいているのは、こ

れもやはり繰り返しになりますけれども、前回部会でお示しいただいた小規模建築物につ

いても台帳整備をしっかり進めていくことを求めているところでございますので、新たな

取り組みとして追記させていただいたものでございます。 

 続きまして、ページが飛びますが、７ページの一番下の項目から８ページに続いてとい

うことになります。７ページの一番下の②の「アスベスト改修型優良建築物等整備事業」

に係る補助制度の都道府県及び市町村における創設状況を引き続き把握し、アスベスト除

去等の促進に効果を上げている例を収集し、都道府県等に対して情報提供するなどにより、

同制度の創設を都道府県等に働きかけることということで、平成１９年当時の補助の名前

になっておりますが、これは現在の補助制度でも残っておりまして、参考資料３の５ペー

ジ目で書いております。「住宅・建築物アスベスト改修事業」という名称で現在残っている

ものでございます。 
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 こちらについての取り組みということで、同じ参考資料の９ページ以降になりますけれ

ども、毎年、平成２０年度以降、建築物防災週間の１,０００㎡以上の建築物のアスベスト

実態調査の結果の公表の際に、あわせて、こういった補助制度の創設状況については毎年

把握をした上で公表を行っているところでございます。 

 具体的には、１２ページにおいて、民間建築物に対するアスベスト除去等の補助制度の

創設状況と、その次の２番目が補助の実施状況といった資料もお示ししているところでご

ざいます。政令市では、全ての市で補助制度をつくっていただいておりますけれども、都

道府県によっては、補助制度以外に融資などで対応しているところもありますので、一概

に補助がないから対策をとっていないわけではございませんが、ただ、補助制度を終了し

てしまっている都道府県などもございますので、こちらでお示しいただいているような、

できるだけ創設を働きかけるというところは、現在も引き続き対応していくべき施策と考

えております。 

 そういったことも踏まえまして、参考資料４－２を添付させていただいております。先

ほど○○WG委員のほうからもご指摘いただいた連絡会議については、参考資料４－２の２

ページをご覧ください。２ページの１）のアスベスト含有調査の補助要件についての②の

中で、事業主体において、業界団体の参加する連絡会議の体制整備を行ってくださいと、

これを補助要件にしますという形で、実際の専門家なども関与していただく形で、実際の

調査、除去なりを進めていただくための体制づくりをしつつ、また、こういった取り組み

を行っていくに際して、市町村だけではなく、場合によっては都道府県のほうで補助制度

だけでもつくっていただこうということで、１）の最後のなお書きのところにも書いてい

ますけれども、同一都道府県において複数の事業主体が存する実情も鑑みて、原則として

都道府県連絡会議を構築していただいて、そのまま補助制度もつくっていただきたいとい

う働きかけも行ってきているという状況でございます。 

 このあたりは、都道府県のそれぞれの実情、事情もございますので、一概に単純につく

ってくださいという言い方もできないところもあるかもしれませんが、できるだけこうい

った働きかけは、こういった通知も通じて続けていきたいと考えているところでございま

す。 

 総務省勧告、平成１９年版については以上となります。 

 最後、１０ページにおいて、平成２８年の２度目の総務省勧告に関する項目をお示しし

ております。まず、（１）については、やや文章が長いのでタイトルだけ読ませていただき
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ます。アスベスト使用実態調査の適切な実施及び拡充という項目に関しましては、毎年度

行っております１,０００㎡以上の建築物を対象とした調査が、総務省勧告でフォローアッ

プしたところ、自治体によっては対象とすべきアスベストの種類が一部含まれていないで

すとか、そういった調査の仕方に問題がある事例がいくつか見受けられたというご指摘を

受けました。それを踏まえまして、参考資料４－３に示すように勧告をいただいた直後に

通知を発出いたしまして、そういったアスベスト調査の仕方に問題がある自治体において

は、早急に是正してくださいという依頼をかけたということでございます。 

 また、その次の（２）のアスベスト台帳の整備の促進に関しましては、先ほども少し話

題に出しました建築物石綿含有建材調査マニュアルということで、地方公共団体の中で台

帳整備をするに当たっての指標となるマニュアルを既に整備してご提供していたところで

すので、こちらについても活用していただきながら着実に台帳整備を進めていただきたい

ということを、参考資料４－３の先ほどお示しした通知の中で、あわせて依頼させていた

だいているという状況でございます。 

 こういった取り組みが、これまでの平成１７年建議以降のご指摘に対する取り組みをま

とめたものでございますが、資料の素案を一度まとめた際に、ワーキンググループの委員

にも事前に送付させていただきまして、内容確認、ご意見を集めさせていただいたところ

でございます。その後、いただいたご意見を踏まえまして、資料２自体も一部修正を行っ

ておりますが、今後の展開に向けたご意見を本日の参考資料５でまとめております。 

 最初にございますのが、基準法の改正でアスベストの使用は禁止されているけれども、

稼働中の煙突で管理状態が悪いものについては、灰出し口などを通じて、結果的に飛散す

るおそれがあるのではないか、という論点についてです。通常使用時においては、アスベ

ストが、吹付けアスベストとロックウール以外は飛散がないというところは、これまでの

ワーキンググループ及び部会の中でも調査結果を踏まえての結論を見たところではござい

ますけれども、管理状態の悪いものに対しては、一定程度の指導が必要ではないかといっ

たご意見を１ポツ目でいただいております。 

 ２ポツ目に関しましては、建築物石綿含有建材調査者の講習テキストですとか、一般に

普及している「目で見るアスベスト建材」という教材に関しまして、こういった内容を周

知してはどうかということで、少し内容が細かくなってきますけれども、従来、吹付けア

スベストの露出という概念については、「露出」という言葉だけ捉えて、目で見える部分の

ものだけを示しているというか、そういう捉え方をしている方がいらっしゃるのではない
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かというご懸念をご意見としていただいております。 

 場合によっては、空調の中に使われているものは、目で見える部分ではないかもしれな

いですけれども、空調の作動などによって室内に噴出するおそれがあるのではないかとか、

あとは囲い込み、封じ込めというのは、あくまで代替的な措置であって、それは除去を原

則にしていかなければ、例えば地震時に、囲い込み、封じ込めをしたものから飛散してい

くということも想定されますので、そういった囲い込み、封じ込めというのはあくまで次

善の策でしかないことや、根本的には除去が必要であるといったことを所有者に注意喚起

すべきではないかといったご意見をいただいております。このあたりは実務的な内容です

ので、テキストの名称なども具体的に指し示されておりますが、今後の検討課題と考えて

いきたいと思っております。 

 また、３つ目の項目についてですけれども、アスベスト調査台帳の整備に当たって、厚

生労働省や環境省の所管部局とも情報共有を図るようにして、効率的に各施策を進めるよ

うにしてはどうかという点です。他省庁の施策の話になってしまってはおりますけれども、

ただ、国土交通省のほうで主導的に行っておりますアスベスト調査台帳の情報の共有とい

う観点からご意見をいただいているところでございます。 

 こちらに関しましては、現状でも、例えば環境省さんのほうで、災害時における石綿飛

散防止に係る取り扱いマニュアルということで、災害を想定してあらかじめ台帳整備をす

る際には、アスベスト調査台帳をうまく活用しましょうということを実際にマニュアルの

中でも記載されております。マニュアルの編集の段階では、私どものほうも参加させてい

ただいて、そういったご協力はさせていただきますとお答えしておりますので、こういっ

たところの取り組みをもう少し進めていくことも必要ではないかと受けとめております。 

 次、４ポツ目になりますけれども、建築物石綿含有建材調査者に関しまして、厚生労働

省、環境省と連携して、解体・改修現場でも利用できる制度になっているというところは

よいけれども、もともと平時の調査を推進するという目的がこの調査制度にあったであろ

うというところで、今後の修了者数がどういう増えていくかといった動向ですとか、業務

内容なども継続的に調査をしながら、どこかでまた改めて調査者制度の次の展開について

検討してはどうかということで、継続的なフォローアップをまずは進めてはどうかという

ご提案もいただいております。 

 また、次のポツで、アスベスト改修事業、先ほど申し上げた補助事業のことですけれど

も、補助制度が整備されていない地方公共団体もあるので、地域格差がなくなるようにと
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いうことで、補助制度の整備の促しについてもご意見をいただいているところでございま

す。 

 また、最後のポツになりますけれども、小規模建築物の場合であっても、一定程度使わ

れているケースは事例としてあり得るということで、今後、老朽化などで飛散のおそれが

高まっていくことも想定されますので、引き続き対策を継続していくことが重要だという

ご意見もいただいております。 

 具体的な提案とご意見が入りまじっているところもございますが、資料２の素案を事前

にお送りして、いただいたご意見をまとめると、主なものはこういった内容になっている

という状況でございます。 

 資料２の説明は以上となります。 

【部会長】  ありがとうございました。資料２では、前回から約１０項目の対応と、総

務省に対して５項目ぐらいの対応についてご説明いただきました。ただいまの説明内容に

つきまして、ご質問、ご意見等を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

 ○○委員、お願いします。 

【○○委員】  ご説明どうもありがとうございました。私は前回の会議に出席をするこ

とがかなわずに、今回この資料２について発言させていただくのが初めてなのですけれど

も、大きく感想を１つと、最後に小さな質問を申し上げたいと思います。 

 まず、感想のほうは、一覧をさせていただくと、これまで１０年間にワーキンググルー

プの先生方が必要な項目、必要な議論について、非常に密な議論を重ねられ、必要な方向

に施策を導いてくださっているということがよくわかる資料になっていると思いました。

すごいなと思うのは、宿題が全部回答されていて、空白がないということです。もちろん、

一つ一つ、先生方の専門的な視点からご覧になられると、これから、まだ、進めていかな

ければならないといった課題なども含まれているかもしれないのですけれども、さはさり

ながら、議論が非常に密に積み重ねられてきて今に至っているということを見せていただ

いたような気がしております。 

 私の専門は行政法なのですが、特に、資料２の１ページの上から２つ目の右、初めて赤

が出てくる項目につきましては、いわゆる既存不適格の問題について、是正命令を出しや

すくするためのガイドラインの整備が重要だというところで、これは行政法的に見ると非

常に重要な施策がここで組まれていると拝見させていただきました。なかなか、是正命令

を打つのが現場では判断が難しいというところを、はっきりとアスベストの問題が基準に
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なるということを書いていただいています。これが平成２７年の対応と書かれていますの

で、実際に実を結ぶというか、目に見える是正命令の形が増えていくまでには、もしかす

るとまだ時間がかかるのかもしれないですけれども、しかしながら、こういう形で入れて

いただいたということだけで非常に意味があることだと思っています。こういうパターン

の、住んでいる人に健康の害を与えるようなタイプの既存不適格に関しては、建築基準法

上、許されている是正命令というのを、打たなければならないときには打っていただきた

いという思いでおります。 

 小さな質問と申し上げましたのは、このガイドラインにかかわり、影響とか、または、

現場の方からの反響のようなものが、所管庁において把握されているものがあれば教えて

いただきたいというのが質問です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【部会長】  前半は承っておけばいいかと思います。今の質問に対してお答えをお願い

します。 

【事務局】  ありがとうございます。直接的な現場の反響というのは、おっしゃるよう

に把握できていないところがあるのですけれども、平成２７年時点では、著しく衛生上有

害であるものということで例を出させていただいて、その当時は、建築基準法で言うと１

０条という条文に当たるのですが、勧告、命令を行うことができるとされております。た

だ、勧告、命令は、行政のほうも実際に実施するときには少し抵抗感があるといいますか、

レベルの高い指導になってしまうというところもありますので、昨年、建築基準法の改正

を行っておりまして、新しく９条の４という条文を追加しております。こちらについては、

衛生上有害である、そういうふうになるおそれがあるものについては、指導、助言を行う

という規定も追加いたしまして、最初から勧告、命令だけではなくて、著しくじゃなくて

も、衛生上有害になるおそれがあるのであれば、まずは指導、助言からという形で、行政

庁のほうで、もう少しこの制度を使いやすくしていくための、ワンステップ挟み込むよう

な取り組みも今、制度として追加したというところをご報告させていただきます。 

【○○委員】  どうもありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございました。ほか、ご意見。はい、お願いいたします。 

【○○委員】  この間で、より一層前進しているということが少し確認はされている。

その中で、委員からのご意見という参考資料５のところでも、囲い込みや封じ込めの関係、

地震、災害のとき、除去を原則にすべきだというのは僕もそう考えます。 

 実は、熊本の地震の後ですが、環境省に要請させていただいたときに、熊本の仲間も参
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加しました。その際に言っていたのが、きらきら輝くところの中を小学生が歩いていたと

いう報告がされました。それは、囲い込みや封じ込めたものが地震によって出たと。それ

は報道もされていますからそのとおりだと思うのですが、そういうことが実際に起こって

いる。それは、今は許される問題ではないと思いますので、原則除去という対応や対策な

んかはぜひ検討をしていただきたい。地震はどこでも起きるというのが当たり前のことに

なってきていると思うので、ぜひ、災害という観点からも早目に、平時にこういったこと

を喚起しながら進めていただけるような対策も検討していただければと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。はい、お願いいたしま

す。 

【○○WG委員】  この間、アスベスト調査台帳の質的な確保といいますか、そういうこ

とで専門家の講習制度というのができて、今回、３省共管に広げられた、人数が必要だか

らということなのですけれども、ここあと１０年、２０年の間にかなり解体も進むことを

考えての人数の増加ということがあるわけなのですが、専門家が測定したものじゃない台

帳の結果というものもかなりある。それから、小規模についてもわかっていないところも

あるということを考えると、今後に正しい調査結果が出てくるということが期待されるわ

けです。過去がどの程度であったかというのは検証されていないわけなのですけれども、

それを考えると、現状の補助金制度、これは平成３２年度末で切れるということになるの

ですけれども、これって、足りないのではないか。自治体が補助金の条例をつくって出す

ことをこれから決めるところもあるかもしれないとすると、国の補助金をここでとめたら

というか、平成３２年度で、着工ということになっていますけれども、そこでとめるのは

ちょっと早過ぎないかと。たしか２０４０年がピークでしたっけ。 

【○○委員】  ２０３０年。 

【○○WG委員】  ２０３０年。とすると、少なくとも、調査が全てきちんと行われるこ

とを担保できるようにする１つの施策が要るのではないかと。この間、やってきた内容を

踏まえて考えると、そうなるのではないかという気がしております。 

【部会長】  ありがとうございます。ただいまのご意見について、事務局から何かコメ

ントありますでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。今、○○WG委員からお話があった内容は、参考資

料３の５ページの住宅・建築物安全ストック形成事業の話かと思います。期限の項目に関

しましては、平成３２年度末である旨、調査、除去ともに記載されております。こちらに
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関しましては、国の補助制度なので、予算制度でございますので、未来永劫という書き方

もなかなか難しいところもありますし、平成３３年度以降も必ずやりますというお答えが

できない事情もお酌み取りいただければと思います。 

 まず、制度としては、一度、平成３２年度末を区切りとしておりまして、逆に言うと、

我々としては、まず区切りが平成３２年度末なので、そこまで急いでしっかりやってくだ

さいという呼びかけ方をしているところです。平成３２年度に至った段階で、まだその対

策が進んでいない場合は、またそのときに改めてどういう対策をしていくのかということ

を検討していくことになろうかと考えております。 

【部会長】  よろしいでしょうか。今決めている補助制度は平成３２年度までで、その

先はちょっと書けないと。これは予算のことですから、そうかと思います。 

【○○WG委員】  それは理解いたしました。この検討は内部で行われるのか、部会で行

われるのかわからないのですが、ぜひともアスベスト対策というのは継続していただきた

いというのが意見です。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。今のご発言は議事録に残ることかと思います。予

算のことは、これとは別の形で動くのだとは思いますけれども、よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【○○委員】  予算だと、先ほど言ったように、未来永劫は難しいとなれば、ただ、全

てが除去されるまでこの対策は終わらないと僕は思っているのです。その際に、１つは、

今、３省共管、資格だけでやっておりますけれども、国の制度でアスベストを使ってきた

わけですから、発注者が責任を持つというのも不合理だなと感じる部分もあって、そうい

ったところで、先ほど言ったようにお金が相当かかるというところでは、進まない原因の

一つでもあるし、隠す原因の一つでもあるのであれば、きちっとそういった対策を進めて

いく金銭的な支援というものが必要かと。それを国だけに求めるというのもおかしいなと。 

 そういうことであれば、総合的な基金制度も含めたところを考えるべきです。それは、

もちろん解体だけではなくて、医療関係で、今アスベストの被害に遭っている方々の医療

を、中皮腫を治すという研究にも使われるような、そういった総合的なアスベストの対策

の基金なんかを、今、３省で制度ができるのであれば、資格でやっているのであれば、そ

ういったものなんかも検討して、ほんとうに国がアスベストを完全になくすのだ、日本は

もうアスベストはなくなりました、建物の中にもありませんと、こういったことがきちっ
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と言えるようなところまで持っていくということが重要だと思います。そういったことも

含めて、なかなか難しいのはわかって言っているのですけれども、総合的なそういった医

療面も含めたり、補償面も含めたり、対策面も含めたり、全て、そういったところでは、

国だけではなく、企業やメーカーも含めたところで責任を負いながら基金制度を創設して、

そこから配るというか支援をすることも少し考えなくてはいけないのかと思っています。 

 今、予算ということであると、未来永劫難しいのであれば、そういったことは１つの対

策かと思ったところなので、ぜひ、検討していただければと思うのですが、なかなか難し

いと思いますが、意見として言わせていただきたいと思います。 

【部会長】  貴重なご意見、ほんとうにありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。○○委員、お願いします。 

【○○委員】  この間、アスベスト対策ワーキンググループを担当してくださった建築

指導課の皆さんとワーキンググループの委員の皆さんが、テクニカルな部分については非

常に細かくチェックをしていただいて、テキストなど、いろんなものが整備できて、先ほ

どご指摘いただいたように、細かく一つ一つ回答してきたという点は、ほんとうにそうな

のかなと私も感謝しております。 

 ただ、一方で、ちょっとここには書いていないのですけれども、リスクの観点で３つ大

きなことを、ここだけはなるべく早目の調査を是非してほしいことがあります。 

 １つは、震災の重要なインフラになる、例えば避難所、そこについての調査は急いで、

これは絶対義務づけてくれと言っていたのですが、なかなかそれは簡単に義務づけられず

に、地震が起きると避難所の上から落ちて、その避難所に誰も逃げられないということが、

中越でも東日本でも起きているわけです。これは何とか工夫できないのかなというのが１

つございます。 

 あと、中皮腫について言うと、保育園とか小学校、中学校とか、より小さいときに暴露

されると、どうしても発症が増えるという現状があるようです。そういう点では、子供が

いる施設についての調査は、厳しく義務づけてほしいということを申し上げてきたのです

が、それはまだ実施されていないという点。 

 参考資料３の６ページのところに、これは国土交通省のほうで推計していただいた、ど

ういうところに使われているのかという推計値がございます。こちらで言うと、これは耐

震の問題と似ているのですけれども、１９８０年以前のところに一番、特に飛散しやすい

建材が使われているので、耐震改修と軌を一にしながら、ここの部分の調査をぜひともや
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っていただいて。後ろのほうはやらなくていいという意味ではないのですけれども、ここ

はリスク上、高いので、何とか段階的でも義務づけをしてほしいなという話を。これは、

逆に言うと、テクニカルというよりは、法的な部分にもなるようなことだと思うのですが、

総務省の勧告とか、そういうことについては、国土交通省が非常にきちんきちんとしてく

ださってほんとうに感謝しておりますが、大きな観点を今後もう少しやっていただければ

と思っております。 

 以上です。 

【部会長】  重要なご意見、ありがとうございます。これは記録に残しておいていただ

きたいと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。はい、お願いします。 

【○○WG委員】  そろそろ次のテーマの今後の取り組み方針についての案の取りまとめ

に入っていかれるのではないかと思いますので、その前に、取りまとめが輻輳しないよう

に、前もって発言をお許しいただきたいのですけれども、今、○○委員もお話しになりま

したし、先ほど○○委員も、１０年間余りよくやってきたというお言葉をいただきました。

今日、ここでたまたま私は同席させていただいていますけれども、今から１０年余り前で

すか、部会が再開されまして、この検討が始まった段階から、あまたの方々、行政の方々、

民間の方々、多くの方々からの学びをいただきながら今日に至ってきたということについ

て、私は非常に感謝申し上げたいと思っております。 

 今日いらっしゃる皆さんの中にはご存じないかもしれませんけれども、かつてワーキン

ググループの中にも在籍して、多様な知見をこの検討に持ち込んでいただいた方の中には、

物故者になっておられる方もいらっしゃいます。そういう方々の熱い思いがこの対策を前

に進めてきたエネルギーにもなったということについては、ぜひぜひご理解いただきたい

と思います。 

 前置きが長くなりましたけれども、私が今日、皆さんのご意見をいただきながら発言さ

せていただきたいポイントが３つ、４つございます。 

 その１つが、アスベストという物質の危険への認識、あるいは知識、技術、技能の継承

の難しさということについて、何人かの委員の先生方がご指摘、ご発言になっておられま

したが、これは民間のプレーヤーだけの話では決してないと私は思います。特に、先ほど

もお話が出ましたけれども、行政の、特に市民の窓口になるのは自治体なのですけれども、

その自治体の方々も含め、あるいは国の機関の方々、特に国土交通省、特定行政庁もそう
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ですけれども、その方々も当然人事異動をしていかれるわけで、問題意識の共有ほど難し

いものはないなというのを私は実感しております。 

 この１０年間のあまたの検討の中で一番難しかったのは、ひょっとすると問題意識の共

有だったのではなかったか、問題意識の継承ではなかったかと思います。先程、○○委員

がご指摘になっておられましたけれども、クボタショックの報道に携わった者が、じゃあ、

報道する側に、今、この場に何人いるのかということです。 

 平成が終わるわけです。今、我が社でも、平成生まれで入社してきている若者に、今日

も午前中、研修してきたばかりですけれども、平成の時代の変遷の中にアスベスト問題が

あったと。さらに、その以前から、昭和の時代から既にあったということが継承されてい

くのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますので、この問題認識の継承、共有

については、行政の中でも、どのように継承していくのかというところについて担保する

ような、そういう講習というものが必要なのではないのかと考えるのがまず１点。 

 それから、○○委員もお話になっておられましたけれども、災害リスク、特に震災リス

クが高まっている一方で、残念ながら、私の理解が不足しているかもしれませんけれども、

建築士の方々に必ずしも災害リスクと石綿、アスベスト問題がリンクするという認識があ

まりないように見受けられるところが残念です。ですので、ぜひぜひ国土交通行政の中で

も、特に定期報告の枠組みというか拡充、建築基準法の１２条の話の中で、定期報告を拡

充したというご説明もありましたけれども、その定期報告をするのは建築士なわけですの

で、建築士の方々に石綿の危険性を認識したときに、建築物石綿含有建材調査者、あるい

は特定建築物石綿含有建材調査者の活用、そことのリンクをどのようにしていくのかとい

う部分についても、そういう、結節ですよね。情報共有とか、あるいは知識を持っている

人、技術を持っている人をつないでいくという視点で、まだまだやるべきことはあるので

はないかということを私は申し上げたいと思います。 

 あと、１点。皆さん、先ほど、民間側の施主さんの理解というものをどのように求めて

いくべきかというところにつながる示唆をご提供いただいているご発言もあったと思いま

すけれども、私も同感です。基本的に、民間建築は、当たり前の話ですけれども、施主さ

んに調査費を出していただく必要があるわけです。その調査費を出していただくために、

どのような仕掛けが必要なのかというところの議論は、まだまだ不十分ではないかと思い

ます。 

 ご存知の方も多いかと思いますけれども、建設職人基本法も制定されておりますけれど
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も、この法の中でのポイントは、安全衛生経費に着眼してきていることだと思います。で

すので、私としては、石綿の調査は安全衛生経費の最たるものだと思っておりますので、

そういうところへのリンクをどのように図っていくのか。ここは、国土交通省の中で連携

をどのようにとっていって、関係セクションの中で問題、情報を共有していくのかという

ところが問われていくのではないかと私は考えます。 

 それから、建設業法改正の中で、解体工事が２９番目の許可業種になりました。モラト

リアムが終わります。これまで解体の実質的な経験のない方々が解体工事に参入してくる

という状況が今あるわけですので、特に解体の工事の担い手の方々が、単に石綿作業主任

者講習ですとか、特別講習の受講でとどまることなく、石綿の勉強をする、あるいは危険

性に対して認識する機会提供をいかに増やしていくのかというところについても着眼して

いただければと思います。 

 長話になって申し訳ありませんでした。 

【部会長】  ありがとうございます。３点と言われましたけれども、最後のものは２つ

に分かれて、４つ重要なことをご指摘いただいたかと思います。事務局のほうから何かコ

メントありますでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。情報共有の部分については、確かに大事な部分だ

と思います。特に、行政、地方公共団体の知識の継承、共有という意味では、○○WG委員

にまさにご協力いただいたような講師養成講習のテキストは練りに練ったものと思ってお

りますし、こういったものを引き続き活用しながら、地方公共団体の職員の中での情報共

有、継承を図っていければと思いますし、我々国土交通省自身もそうかもしれません。 

 災害リスクとのリンクの話に関しましても、基本的には、定期報告の中では、おっしゃ

るとおり建築士が調査を行いまして、記録をとっていくというところでございますが、そ

のあたりの意識が足りないのではないかというご指摘も含めて、建築士に向けたアスベス

トに関する知識を高めていくための取り組みというのも、引き続き進めていきたいとは思

います。 

 あとは、省内の情報共有の話とかも含めて、国土交通省としましては、いろんな部局で

アスベスト対策を行っております。そういった各部局で、最近は連絡会議なども行いなが

ら、情報共有を図りながら、各部署でどういう施策をとっているのかということを共有し

ながらそれぞれ進めているところもございます。特に、情報共有というところが今のお話

で強い部分だったかと思いますが、そのあたりはしっかり対応を進めていきたいと思って
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おります。 

【部会長】  ありがとうございました。ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、一応この部分の議論は閉じたいと思います。 

 

（資料３：今後の取り組み方針（案）について） 

【部会長】  続きまして、今後の取り組み方針について、事務局から説明をお願いいた

します。 

【事務局】  お手元の資料３と右肩にございます、今後の取組方針について（案）をご

覧いただけますでしょうか。 

 今後の取組方針について（案）ということで、アスベスト対策部会の名前で用意させて

いただいております。前半は、今までの議論のおさらいも含めてですが、最初の丸、前回、

平成２９年の部会においては、国土交通省において、関係省庁と連携し、以下の取り組み

を進める必要があるとしたという方針を設定していただいたところで、１つは、小規模民

間建築物を含めたアスベストの使用実態について、調査などによる実態把握や除去等の対

策の推進。そして、②、アスベスト台帳の対象拡充に伴い、重点的に対応すべき用途・規

模等を設定した上で、関係する業界団体と連携しながら、所有者等への周知の徹底という

方針をお示しいただいたところでございます。 

 先ほど来、ご説明、あるいはご確認いただいておりますように、２つ目の丸、その後、

①については、９割以上の特定行政庁で小規模建築物も含めた台帳整備が推進されている

ところでございますが、一方で、実態把握の調査に着手しているものがまだ全てというこ

とにはなってございませんので、一層の調査促進とその支援が必要かと考えてございます。

先ほどの資料１のほうにございました内容です。 

 それから、３つ目の丸、また、②については、国土交通省による講師養成講習の開催を

契機として、８割程度の都道府県において、地域の実情に応じて関係する業界団体と連携

した周知がなされてございますが、こうした各地域における周知徹底については、継続的

な取り組みが必要であるとさせていただきました。これも資料１のほうで最近の状況につ

いてご説明させていただきました。 

 それから、１ページ目の一番下の丸ですが、これも資料１のほうで説明させていただき

ましたが、平成３０年度には、国土交通省と厚生労働省、環境省との連携の枠組みで、建

築物石綿含有建材調査者の制度拡充を行いまして、アスベスト調査に関する総合的な知識
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を有する専門家の育成に取り組んでおりますが、小規模建築物の実態把握を早期に進めて

いくためにも、引き続き、こうした専門家の育成に一層取り組んでいく必要があるという

ことで課題整理をさせていただいております。 

 そして、２枚目ですけれども、ここからが方針ということになりますが、２枚目の一番

上の丸、これらを踏まえて、今後はということで、（１）特定行政庁における小規模建築物

を含めたアスベスト調査台帳の整備及び実態把握のさらなる推進と、住宅・建築物アスベ

スト改修事業の活用や衛生上有害な建築物に対する指導・勧告等を通じた除去等の対策の

推進、これら除去対策の推進については、本日もいろいろご意見があったとおりで、そう

したものを踏まえて推進していくということかと思っております。 

 それから、（２）こうした台帳整備や実態把握を充実したものとするための周知徹底や、

建築物石綿含有建材調査者などの活用促進、こうした周知徹底、調査者の活用についても

本日、さまざまご指摘、ご意見あったとおりかと思ってございまして、こうしたものにつ

いて取り組みを進めることが必要であるということにさせていただいてございます。 

 そして、２つ目の丸、また、これらの取り組みについては、これまでに整備してきた施

策、補助制度や講習会等による周知等、こうした講習会、周知等についてもいろいろご意

見いただきました。こうしたものも活用しつつ、一定期間継続してその進捗を把握した上

で、厚生労働省や環境省における取り組みの進捗状況も注視しつつ、必要に応じて課題を

再整理することが必要であるとさせていただいてございます。 

 そして、最後の丸で、先ほど資料２のほうで整理させていただいてございますし、今日

もこの１０年間の取り組みについて、非常に成果が出ているといったご指摘も頂戴してご

ざいます。なお、平成１７年の建議及び平成１９年、平成２８年の総務省勧告において取

り組むべきとされた課題については、いずれも方針策定や施策としての取り組みがなされ

ていることから、これらの課題について検討するために設置したアスベスト対策ワーキン

ググループ（平成２０年９月設置）は廃止するということに、案としてはさせていただい

ております。ワーキンググループのほうでは非常によく取り組んでいただいたという認識

は、今日の議論の中でも皆さん持っていただいていたかと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意

見、ご発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。○○委員。 

【○○委員】  ご説明をどうもありがとうございました。先生方のご了解が得られれば、
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今お示しいただいた案に私は反対するところはないのですけれども、ワーキンググループ

の先生方の議論を今改めてこういう形で見直しをさせていただきますと、ワーキンググル

ープの先生方のお考えの根底に、これは私が勝手に解釈していますけれども、施策に携わ

る人を育てることの大切さというのがあるような気がしております。本日の先生方のお話

の中にも、知識の伝承とか、結節するとか、きちんとした調査のできる方を育てていく上

で、研修など資格の制度というのが重要だというお話がございました。 

 ワーキンググループの成果というのは、ほんとうに様々にあると思うのですが、中でも

調査者の仕組みをつくっていただいたところは非常に大きなものであったと思います。例

えば、２ページ目の（２）のところに、調査者などの活用促進についてというふうに書か

れておりますが、この表現の根底には、それに携わられる一人一人の人間をつくっていく

という行政の仕組みが重要なのだというメッセージが込められているのではないかと。修

文してくださいということではないのですけれども、そういうふうに解釈してもよろしい

でしょうかというご質問になりますでしょうか、よろしくお願いします。 

【部会長】  ありがとうございます。発言ありますか。 

【事務局】  本日、ワーキンググループとの合同開催にさせていただいておりますけれ

ども、ワーキンググループのほうは本日で６８回ということになります。私も全て携わっ

ていたわけではございませんけれども、先生方からいろいろ教えていただき、私どもも大

変勉強になったと思っております。 

 調査者育成制度につきましては、その制度構築だけではなくて、当初は講習のためのテ

キスト等についても先生方の手づくりといいますか、そうした何もないところから、一か

ら皆さんに手を動かしていただいたと私どものほうでも認識してございます。この間のい

ろんな成果、あるいは形になっていない部分も含めてといいますか、その中での議論も含

めまして、私どもとしてもしっかり引き継いでいきたいと思っていますし、今後の施策展

開に当たっても、そうした議論も認識しながら進めていきたいと思っております。 

【○○委員】  ありがとうございます。 

【部会長】  ありがとうございます。○○委員。 

【○○委員】  ２ページ目の丸の２つ目の「また」のところについてお聞きしたいこと

がございます。一定期間継続してということで、まさに調査者の育成ですとか、それは、

ある程度の期間が必要だというのはわかりますが、ここの一定期間というのは大体どのく

らいを想定しているのでしょうか。厚生労働省ですとか環境省の関係する法律もあるので、
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その進捗具合も注視しつつというのは確かにそうだと思うのですけれども、この一定期間、

どれくらいでまた再整理を考えているのかというのが、もしわかればお教えいただければ

と思います。 

【事務局】  今日ご紹介いたしましたように、新しい調査者制度も立ち上がって、軌道

に乗りつつあるという状況ではございます。ただ、きちんとフォローといいますか、その

状況把握は必要かと思っておりますので、ある程度成果が出てくるであろう２、３年後ぐ

らいには、再整理というか、振り返りが必要かとは思っています。いずれにしても、今後

の状況に応じて検討したいと思っております。 

【部会長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、○○委員。 

【○○委員】  意見、質問というか、感想という形で一言言わせていただきたいのです

けれども、今までの議論を聞いておりまして、非常に皆様方、大変な思いと時間をかけて

考えていらっしゃったのだなということを改めて感じました。また、私どもは、これから

実際これを施策として推進していかなければいけない立場にはあるわけなのですけれども、

改めましてその責任感といいますか、プレッシャーというものを感じているところでござ

います。 

 それを進めていく中で１つ気になっていたところが、問題意識の共有をいかに図ってい

くかというのは、先ほど多くの先生方からもお伝えされているところでございますけれど

も、実は私もそれを感じております。建築に携わる者としても、私ぐらいの年代になりま

すと、アスベストというのは非常に当たり前に建築材料として使われていて、その危険性

を十分考えなくてはいけないというのは、ごくごく一般常識として知っているのですけれ

ども、今の３０代ぐらいの人になりますと、その危険性という以前に、アスベストを知ら

ないという人が結構増えているそうなのです。ですので、この危険性というものを、もち

ろん各業界、いろんな業界の方、あるいはお施主さんに伝えていくのはもちろんなのです

けれども、それ以前に、職員の中はもちろんなのですが、ほんとうに直近の建築行政の携

わる者にも、その辺の認識を教えるほうが持ちながら伝えていかなければいけないという

ことを改めて感じたところでございます。その辺の気を引き締めながら、きちんと漏れの

ないように対応していかなければいけないと思っているところでございます。 

 それと、今後の対応も一通りの施策は出尽くしていると思うのですけれども、今後２０

３０年が解体のピークを迎えるということなのですが、私はこれからが十分考えなければ
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いけない時代なのだろうなと思っているのです。露出しているアスベストの調査というの

は、大方のところで進んできていると思うのですけれども、やはり隠れているところのア

スベストが結構残っているだろうというところがございます。特に、お施主さんが自分の

目で見て調査しているという実態が多いと思いますので、なかなか天井裏とか、そういう

ところまで目が届いていないというところが実態なのだろうと思います。したがいまして、

今後、解体等を進めていくところで、いかにそれを確実につかまえていくかといったこと

が大事になっていくのかと思います。 

 今回、このワーキンググループが廃止されるということにつきましては、私は全く異論

ないのですけれども、今後、新しいステージでの対策が必要になっていくのかと。そうい

う意味で、厚生労働省さんとか環境省さんと連携して進めていくことになったと、これは

必然的に時代の流れもそうなっているのだろうなと思いますし、なかなか建築行政だけで

は手に負えないところもありますので、これは大変いいことなのかと私は思っております。

ぜひとも３省連携して進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたい

というのと、最後に一言、一定期間、いろいろ状況を見守ることは必要なことだと思うの

ですが、個人的には、あんまりその時間はないのかなと思っているところでございます。 

 以上、感想でございます。失礼いたしました。 

【部会長】  ありがとうございました。はい、お願いします。 

【○○WG委員】  私は、ワーキンググループの途中から入ったものですから、過去、ほ

んとうに苦労されたことというのはお聞きするだけでした。今回、ワーキンググループは

廃止されるということなので、今後もう意見を言う場がないので、１つだけ。 

 この調査者の制度ができて、これが活用促進されるということなのですけれども、少し

具体的に提案というか、ご検討いただきたいと思うのです。台帳の質的な向上と、それか

ら活用ということをあわせて考えて、例えば地域ごとにというか、１年目は関東地区か、

あるいは関西地区でということで、アスベスト調査台帳の中からいくつかピックアップし

て、調査者による検証を行うというモデル事業をやってはいかがでしょうか。そうすると、

両方にとっていいことになるのではないか。 

 それから、制度をつくったということに対する検証という意味も込めまして、どういう

形になるかわからないのですけれども、新しい制度、できるだけ専門家を活用していただ

きたいということを込めて、それをやっていただいて、その結果を定期講習、更新講習の

ときに、できる部分は情報を出していただいて、現在の調査者の方々のレベルアップにも
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つなげていくということがあったらいいなということで、意見を出させていただきました。 

【部会長】  貴重なご提言、ありがとうございます。ほか。○○委員。 

【○○委員】  確認です。僕自身も、最後のところのワーキンググループの廃止ですけ

れども、これは、総務省の勧告の中での対策が終了したという意味合いでということで認

識はしているのですが、今後新たな専門的知識を要するような問題がまた起これば、こう

いったことは設置も含めてあるという認識でもいいのかどうかというところだけは教えて

いただいて。これは今、平成２８年、確かに勧告が出された部分まで、クボタショックか

らですから、ほんとうに長いところでそういった対策を進めてきたのですが、全て対策が

進んだというふうにもまだ思っていないので、今後、そういった部分では、専門的知識が

あるときには、ぜひ、またここに設置されることがあるのかを再度確認したいと思います。 

【部会長】  簡潔にご返答お願いします。 

【事務局】  はい。そういう意味では、今後、課題に応じて必要な体制をつくっていく

ということは、あり得ることだと思っております。今のワーキンググループは当初のミッ

ションを果たしていただきましたので、一区切りにさせていただきたいと、こういうこと

でございます。 

【部会長】  よろしいでしょうか。ほか、ございますか。ちょっと予定の時間も過ぎて

おりますので、この程度にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、この方針で進めていただくということにしたいと思いますけれども、ご異議

ございませんでしょうか。資料３の２枚分についてということになります。よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  それでは、ご異議がないようですので、この方針で決したいと思います。 

 それから、この間、ワーキンググループは１０年にわたって６８回というすごい作業を

していただいたこと、ほんとうにありがとうございます。部会はなくなるわけではないの

で、課題に対してこれからも対応していくことになろうかと思います。 

 それでは、これで議事は終了しましたので、以降の進行を事務局にお返しいたします。 

 

（閉会） 

【事務局】  本日は長時間にわたるご審議、ありがとうございました。また、ワーキン

ググループの皆様、ほんとうにありがとうございました。特に、今日、残念ながら欠席の
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方がいらっしゃるのでこの場におられませんけれども、改めて御礼申し上げたいと思いま

す。 

 最後に、事務局から閉会のご挨拶を申し上げます。 

【事務局】  委員の皆様方におかれましては、活発なご審議をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。本日の議論におきましては、これまでの取り組みの進捗について

一定の評価をしていただきました。また、さまざま重要な検討課題も今日お話をいただき

ましたので、財政的な支援の面、それから、建築基準法の積極的な弾力的な活用とか、意

識の共有、継承とか、他局との連携など、さまざまな重要な課題、これはきっちりと検討

してまいりたいと考えております。 

 また、今後の方針もご確認いただきましたので、引き続き建築物に使われているアスベ

ストがゼロになるというゴールを目指して、これからも積極的に取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 ワーキンググループの皆様方におかれましては、この１０年間に６８回という、異例な

ほど多くの回数を開催していただきまして、その間、私どもに具体の対策をいろいろと教

えていただいたことに対しまして、心から感謝申し上げます。特に、○○委員からのご発

言にもございましたように、建築物石綿含有建材調査者制度の創設というのが特筆すべき

成果ではなかったかと考えております。説明の中にもございましたように、今年度から３

省連携ということで制度を見直しておりますが、今後、調査者の一層の増員と質の確保、

両面を目指していきたいと考えております。 

 今回でワーキンググループを一旦閉じさせていただきますが、ワーキンググループの委

員の皆様方におかれましては、引き続き国土交通省にご協力を賜れれば幸いでございます。 

 また、アスベスト対策部会、これは部会長からお話ございましたように、引き続き開催

させていただきますので、施策の進捗状況などについて、ご意見あるいはご指摘をいただ

ければ幸いでございます。 

 最後になりますけれども、今後とも国土交通省におけるアスベスト対策へのご指導、ご

理解、ご鞭撻のほどをお願いいたしまして挨拶とさせていただきます。本日はありがとう

ございました。 

【事務局】  アスベスト対策ワーキンググループの廃止に係ります具体的な事務的な手

続や時期等につきましては、追って事務局からワーキンググループの委員の皆様にお知ら

せさせていただきますので、よろしくお願いいたします。長い間、ご協力いただきまして、
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ほんとうにありがとうございました。 

 以上をもちまして、第９回アスベスト対策部会、第６８回アスベスト対策ワーキンググ

ループの合同会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


